
公益財団法人芸備協会 

   

平成３０年度事業計画書 

平成３０年４月 １日から 

平成３１年３月３１日まで 

 

平成３０年度の基本方針 

・広島県の高等学校を卒業した優秀な学生に対して、奨学金を貸与することにより、

優れた人材を育成することを目的とする。 

・募集案内のホームページ掲載や高等学校への郵送等の広報活動を早く開始するこ

とにより、奨学生の応募拡大に努める。また、償還金の請求以外にも、返済期限到

来の案内を事前送付し、返済期限の厳守を喚起し償還を着実に実施する。 

・経費を節減し、経営の安定継続を図る。 

１．貸与事業 

学生に対する奨学金の貸与（定款 第４条１項） 

（１） 貸付業務 

平成 30年 3月で 4名の貸与が終了したので、今年度は応募者のうち新たに 

４名の奨学生を決定する。 

項  目 内  容 備  考 

奨 学 金 金 額        年額  ２４万円 １ヶ月 ２万円×１２ヶ月 

貸 付 期 間 原則   ４年間 正規の最短修業期間 

貸 付 方 法 年４回分割貸付 
４月、７月、１０月、１月 

新規分は４、７月分 一括 

平成３０年度 

貸付内容 

予定額  ３，６００千円 予定者      １５名 

内 新規貸  ９６０千円 内 新規貸付者    ４名 

貸付者数 1５名 

平成２６年度  １名 

平成２７年度   ３名 

平成２８年度  ３名 

平成２９年度  ４名 

平成３０年度  ４名 

 

（２）償還業務 

 平成 29年度償還終了予定 4名、平成 30年度、償還中 28名、償還開始 2名、合計 

34名が対象者。大部分は償還計画に従い実行されている。返済遅延の場合は再請求

を行う。年度末の償還期限が近づいた際には通知して、滞納者の発生を防ぐ。 

 

 奨学金貸付債権額（予定） 

項 目 人 数 金 額 (円) 

平成 30度年期首残高 ４５名 22,088,000 

平成 30年度貸付金額 １５名（１１＋４） 3,600,000 

平成 30年度償還金額 ３０名（２８＋２） 2,944,000 

平成 30年度期末残高 ４３名  22,744,000 
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２．理事会及び評議員会等の開催（定款 第 16条，第 17条、第 22条、第 29条） 

  及び奨学金貸与事業を円滑に進めるため、次の会議を開催する。 

 

（１） 理事会 

開 催 月 主な審議内容 出 席 者 

平成３０年  ５月     

平成３０年１０月 

平成３１年  ３月 

平成 29年度決算承認 

平成 30年度事業の実施状況報告 

平成 31年度予算(案)審議 

理事、監事 

理事、監事 

理事、監事 

                                                                                   

（２）定時評議員会 

開 催 月 主な審議内容 出 席 者 

平成３０年６月 平成 29年度決算承認 
評議員、代表理事、     

業務執行理事、監事 

 

(３) 奨学生の選考 

開 催 月 会  場 出 席 者 

平成３０年６月 広島県東京事務所会議室 理事（代表理事含む）  

  

(４) 奨学生との懇談会 

開 催 月 会  場 出 席 者 

平成３０年 ６月 

広島県東京事務所会議室 

理事、監事、評議員、奨学生 

(奨学生はＯＢを含める) 

平成３０年１０月 
理事、監事、評議員、奨学生 

（奨学生はＯＢを含める） 

  

 

 

 

                                                                    以上 


